
 

 

スポーツ仲裁に関する申し合わせ 

 

公益社団法人 日本オリエンテーリング協会 

 

 

１．趣旨 

 本申し合わせは，公益社団法人日本オリエンテーリング協会（以下「JOA」）が行った決

定に対して会員，競技者，指導者，その他関連する団体，個人が不服申立を行った際に，

紛争を迅速かつ円滑に解決するために，JOA がとる対応の基本方針を申し合わせるもので

ある． 

  

２．基本方針 

 JOA がする決定に対する不服申立は，一般社団法人日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ

仲裁規則」に従ってなされるスポーツ仲裁により解決されるものとする． 

 

３．申し合わせの変更 

 本申し合わせは，理事会の決定により，変更または廃止等をすることができる． 

 

 

以 上 
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